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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 4,382,453 3,462,481 5,242,394 6,260,706 8,452,229

経常利益 (千円) 36,647 106,162 258,836 380,132 555,232

当期純利益 (千円) 19,885 61,509 151,956 232,690 356,842

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 97,000 97,000 128,450 150,975 315,115

発行済株式総数 (株) 1,940 1,940 6,022 15,648 19,512

純資産額 (千円) 214,591 276,101 489,547 764,727 1,446,256

総資産額 (千円) 2,618,320 2,952,574 4,623,700 5,656,767 9,447,639

１株当たり純資産額 (円) 110,614.27 142,320.23 81,293.19 48,870.61 74,121.38

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
― 

(―)
1,000
(―)

500
(―)

250 
(―)

1,250
(─)

１株当たり当期純利益 (円) 10,250.13 31,705.95 37,198.62 16,604.12 21,201.53

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 18,060.68

自己資本比率 (％) 8.2 9.4 10.6 13.5 15.3

自己資本利益率 (％) 9.7 25.1 39.7 37.1 32.3

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 11.79

配当性向 (％) ― 3.2 1.3 1.5 5.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △395,344 △1,457,472 714,702 △ 2,746,399

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △42,701 △96,439 △70,998 △ 808,334

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △174,249 1,783,468 74,071 3,422,465

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 144,950 374,506 1,092,281 960,013

従業員数 (名) 34 39 39 40 50



(注) １ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は、記載しておりません。 

２ 第14期、第15期、第16期及び第17期の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日

本監査法人の監査を受けておりますが、第13期については、当該監査を受けておりません。 

３ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４ 当社は、子会社及び関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載しており

ません。 

５ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、第16期

以前については当社株式が非上場であり、期中平均株価の把握ができないため記載しておりません。 

６ 株価収益率は第16期以前については当社株式が非上場であり、期中平均株価の把握ができないため記載して

おりません。 

７ 従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるた

め記載を省略しております。 

８ 当社は、第13期については、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、当該期のキャッシュ・

フローに係る指標については記載しておりません。 

９ 当社は、平成17年２月20日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。また、平成17年12月

10日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

  そこで、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲

げると以下のとおりとなります。 

  なお、第14期以前の数値については新日本監査法人の監査を受けておりません。 

  

 
  

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

１株当たり純資産額 (円) 27,653.56 35,580.05 40,646.59 48,870.61 74,121.38

１株当たり配当額 (円) ― 250 250 250 1,250

(うち１株当たり中間配当額) (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益 (円) 2,562.53 7,926.49 18,599.31 16,604.12 21,201.53

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 18,060.68



２ 【沿革】 

  

 
  

年月 事項

平成２年12月 不動産の売買、販売代理、賃貸管理及びゴルフ会員権の売買を目的として
株式会社ラ・アトレにじゅういち(資本金20,000千円 東京都中央区)を設立
ゴルフ会員権事業を開始

平成３年４月 損害保険代理業を開始 
 

平成３年５月 宅地建物取引業免許を取得(東京都知事(1)第61248号)
リニューアルマンション販売業務及び不動産管理事業を開始 
 

平成４年12月 
 

新築マンション販売受託(販売代理)第１号受託販売
 

平成６年10月 事務所拡張のため、本店を東京都港区南麻布に移転
 

平成10年２月 自社開発戸建住宅分譲開始 
第１号「アトレビュアー尾山台」 
 

平成10年10月 関東ゴルフ会員権取引業協同組合(経済産業省関東経済産業局認可団体)加盟
 

平成11年９月 建設業(内装仕上工事業)免許取得(東京都知事(般－11)第111810号)
 

平成11年12月 資本金を57,000千円に増資 
 

平成12年１月 株式会社ラ・アトレに商号変更 
 

平成12年１月 日本証券業協会のグリーンシートに株式を登録
 

平成12年３月 グリーンシートにて公募増資を実施。資本金97,000千円
 

平成12年10月 自社開発ファミリーマンション分譲開始
第１号「ラ・アトレ千住三ノ輪」 
 

平成12年11月 自社開発タウンハウス分譲開始 
第１号「ラ・アトレ自由が丘」 
 

平成14年６月 一級建築士事務所登録(東京都知事登録第47594号)
 

平成14年７月 自社開発コンパクトマンション分譲開始
第１号「ラ・アトレ大岡山」 
 

平成14年７月 ランドプロジェクト業務を開始 
第１号「上大崎プロジェクト」 
 

平成14年11月 賃貸保有ビル第１号(東京都渋谷区)を取得
 

平成16年２月 国際品質規格ＩＳＯ9001の認証(JQA-QMA11084)を取得
集合住宅並びに戸建住宅の開発、企画・設計、工事監理及び分譲事業 
 

平成16年７月 インベストメントプロジェクト業務(保有型)を取得
第１号「ラ・アトレ四谷左門町」 
 

平成16年10月 国際品質規格ＩＳＯ9001の認証を拡大
中古住宅及び収益物件の再生・用途変更にかかわる企画・設計、工事監理及び販売事業 
 

平成16年10月 リノベーション分譲業務を開始 
第１号「ラ・アトレ川口根岸台」 
 

平成17年９月 インベストメントプロジェクト業務(販売型)を開始
「ラ・アトレ中十条」

平成18年５月 不動産投資顧問業の登録（一般－第853号）

平成18年６月 大阪証券取引所「ヘラクレス」に株式を上場

平成19年２月 国際品質規格ＩＳＯ9001の認証を更新取得



３ 【事業の内容】 

当社の事業は、主に「不動産販売事業」、「不動産管理事業」、「ゴルフ会員権事業」及び「その他事

業」の４つに大別されます。「不動産販売事業」はさらに細分化されますが、事業区分等を整理すると以

下のようになります。 

  

 
それぞれの事業の内容は以下の通りであります。 

  

(1) 不動産販売事業 

本事業は、さらに「新築物件売上部門」及び「再生不動産売上部門」の２部門に分けられます。 

当社の具体的特徴としては、様々な形態の不動産(土地、中古住宅、アパート、マンション、ビル、

企業保有の寮・社宅等)を仕入れ、多彩な手法を用いて加工し、間口の広い出口戦略(個人・法人その他

の顧客に対する戸別分譲・１棟販売等)を提供できることにあるものと認識しております。 

  

① 新築物件売上部門 

本部門において行う業務は、ａ デベロップメント業務、ｂ ランドプロジェクト業務、ｃ 新築

マンション販売業務 が中心になります。 

ａ デベロップメント業務 

本業務の内容は、当社が土地を仕入れて、集合住宅並びに戸建住宅を開発、企画・設計、工事監

理及び分譲するものです。当社は、土地の仕入れ、企画の立案、物件開発から販売までの全ての業

務を行っております。 

当社の特徴としては、首都圏(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)を中心に、マンション(フ

ァミリー・コンパクト)、タウンハウス(※１)、戸建住宅等、多様な加工手法で商品開発をしてお

り、土地情報を有効に活用して仕入機会を増大できるという点が強みであるものと認識しておりま

す。 

また、開発物件の販売価格帯も2000万円台～１億円超、間取りもワンルーム～５ＬＤＫ(30㎡～

200㎡)と幅広く設定しております。 

さらに当社は、一級建築士事務所(東京都知事登録第47594号)として、設計の段階から関与する

ことにより、建物のトータルデザインからディテールに至るまでの意匠にこだわり、また構造、耐

震、耐火、省エネ、エコ(低ホルムアルデヒド等)、空気環境、遮音などの面にも配慮しておりま

す。 

なお、本業務においては、より高い顧客満足度の獲得を目指すため、「集合住宅並びに戸建住宅

の開発、企画・設計、工事監理及び分譲事業」という範囲において平成16年２月にＩＳＯ９００１

の認証(ＪＱＡ－ＱＭＡ１１０８４)を取得しております。 

  

事業区分 部門区分 業務区分

(1) 不動産販売事業

① 新築物件売上部門

ａ デベロップメント業務

ｂ ランドプロジェクト業務

ｃ 新築マンション販売業務

② 再生不動産売上部門

ａ リニューアルマンション販売業務

ｂ リノベーション分譲業務

ｃ インベストメントプロジェクト業務

(2) 不動産管理事業

(3) ゴルフ会員権事業

(4) その他事業



本業務の事業系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  

ｂ ランドプロジェクト部門 

本部門は、当社がデベロップメント業務用地として検討している土地の中で、最終的に当社プロ

ジェクト基準に達しなかったものの、比較的優良なものについて、同業他社に開発企画プランや一

定の手続きを行ったうえで、土地と事業企画とをセットとして売却するプロジェクトです。 

買手にとっては、開発に要する時間を短縮することができるというメリットがあります。 

  

本部門の事業系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  



ｃ 新築マンション販売業務 

本業務は、他のデベロッパーが開発した物件について、立地、開発コンセプト、安全性、デザイ

ン性、居住性、収益性などを検討した上で、当社が新築のまま買い取り販売するものです。 

その際、買い取った物件をそのまま転売するのではなく、物件に合わせたライフグッズ、ファニ

チャー、インテリア等をコーディネートし、住宅ローンのアドバイス及び紹介も行います。 

なお、本業務においては、以下に述べる「再生不動産売上部門」と同様に「中古住宅及び収益物

件の再生・用途変更にかかわる企画・設計、工事監理及び販売事業」という範囲において平成16年

10月にＩＳＯ９００１の認証を受けております。 

  

本業務の事業系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  

② 再生不動産売上部門 

本部門における業務は、ａ リニューアルマンション販売業務、ｂ リノベーション分譲業務、ｃ

インベストメントプロジェクト業務があります。 

なお、当社の持つノウハウを活用して建物価値を向上させ、不動産の再生・有効活用による顧客満

足度を向上させることを目的に、本部門においても「中古住宅及び収益物件の再生・用途変更にかか

わる企画・設計、工事監理及び販売事業」という範囲において、平成16年10月にＩＳＯ９００１の認

証を受けております。 

ａ リニューアルマンション販売業務 

本業務は、中古マンションを戸別に仕入れて全面的にリニューアルして販売するものであり、首

都圏全域を対象地域としております。 

物件の仕入は、立地、価格等を吟味して、仲介・流通不動産業者、サービサー、金融機関を通じ

た債権処理の情報を活用して戸別に買い取ります。中古マンションは建築後一定の時間が経過して

いるため、内装・間取り・住設機器等を全面的に見直し、洗練された住居としての再生を図りま

す。このようにして中古マンションに対して新築同様のインフィル(※２)を施し、機能性の高いリ

ニューアルマンションとして、主に一次取得者層(初めて住宅を取得する比較的若年層)の顧客に対

して、同じ条件の新築物件よりもリーズナブルな価格で販売することが可能となっているものと認

識しております。 

  



ｂ リノベーション分譲業務 

本業務は、企業所有の社員寮・社宅、首都圏の賃貸マンション等を対象として、建物１棟全てを

購入します。その後当社の再生ノウハウを活用して建物全体に対してデューデリジェンスを施しま

す。それに基づき専有部分だけでなく共用部分も含めて全面的に改装(リノベーション(※３)・コ

ンバージョン(※４))することによって、建物の機能を大幅に刷新し、魅力的な分譲物件に仕立て

上げた後に一般顧客に対して戸別分譲するものです。当社では、建物の管理計画、修繕計画、資金

予算等を作成し、管理組合の組成、管理専門業者の選定などの作業まで行っています。 

ｃ インベストメントプロジェクト業務 

本業務では、まず首都圏のレンタルオフィスビル、企業所有の社宅、賃貸レジデンシャル等を対

象として、建物１棟全てを購入します。その後当社の再生ノウハウを活用して、建物全体に対し

て、より収益性を高めるための詳細なデューデリジェンスを施します。それに基づき建物管理等に

関するコストマネジメントを行い、同時にコンバージョンや建物をリニューアルすることによって

建物を刷新し、テナント・入居者の誘致能力を高めて収益力のアップ及びキャッシュ・フローの改

善を図り、その後に売却(法人・個人投資家等)することを目的としております。 

  

再生不動産売上部門における事業系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  

(2) 不動産管理事業 

本事業は、自社で保有する不動産の賃貸、インベストメントプロジェクトで所有する転売前物件のテ

ナント等の賃貸、オーナーから借り上げた賃貸マンションのサブリース、オーナーから賃貸管理委託を

受けた賃貸管理代行に分かれます。 

自社で保有する不動産の賃貸については、当社が購入した建物をリノベーション・コンバージョンを

施した後、住居、インキュベーションルーム、トランクルーム、オフィスなどの形態で賃貸を行ってお

ります。 



また、インベストメントプロジェクトにおいて仕入れた物件においても、販売するまでの間、テナン

ト等からの賃料収入を受ける場合があります。 

サブリースでは、第三者への転貸を目的として、マンションオーナーと当社との間で賃貸借契約を締

結し、当社がオーナーに対して一定期間にわたり一定金額の家賃を保証しております。なお、一般的に

サブリースは、長期間にわたり家賃保証を行うケースが多く、賃貸料が下落傾向にあるときには賃貸料

が保証家賃を下回り、「逆ザヤ」現象が起こることがあります。当社はこのようなリスクを避けるた

め、期間を２年ごとの更新とし、賃貸料が下落傾向時には更新時に保証家賃額の引下げ交渉を可能とす

る契約内容としております。 

賃貸管理代行は、賃貸マンション経営(アパート・一戸建てを含む)における毎月の賃貸契約締結・更

新業務、入退去管理、集金業務、補修・クレーム対応などを所有者に代わって行うものです。 

  

本事業の系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  

(注) 自社物件には、インベストメントプロジェクトにおいて取得した、一時的に保有している転売予定の物件を

含みます。 

  

(3) ゴルフ会員権事業 

当社は、関東ゴルフ会員権取引業協同組合に属し、関東エリアの既設のゴルフ会員権の売買及び売買

仲介を行っております。顧客への継続的な情報発信により顧客との強固な関係を築き、今まで培ってき

た顧客基盤をもとに、既存顧客の友人(グループ)で会員権の売買ニーズを有している方を紹介いただく

等、紹介営業を中心に展開しております。 

また、当社では原則としてゴルフ会員権在庫を持たないこととして、ゴルフ会員権相場の変動リスク

を直接負わないようにしております。 

  



本事業の系統図は以下のとおりであります。 

  

 

  

  

(4) その他事業 

上記以外の事業として、損害保険の代理店業務等、他の事業から派生する事業を行っております。 

  

  

(※１) タウンハウス 

タウンハウスとは、ひとつの建物の中に複数の住戸が並列的に並んだ連棟式(長屋式)の低層の集合住

宅をいいます。各住戸の住空間は完全に独立しており、マンションと戸建住宅を融合したような住宅で

す。 

  

(※２) インフィル 

インフィルとは、部屋の内装・設備・間取り等を指し、「新築同様のインフィルを施す」とは中古マ

ンションをリニューアルする際に、現在の新築物件が採り入れているような内装・間取りに変更し、ま

た最新の住宅設備機器を導入することなどを表します。 

  

(※３) リノベーション 

リノベーションとは、価値の低下した建物を、建物の修繕履歴(トラックレコード)を含めて全面的に

精査し、老朽化した設備を刷新したり建物に新たな機能を追加したりすることによって建物全体の価値

を向上(バリューアップ)させることをいいます。 

  

(※４) コンバージョン 

コンバージョンとは、オフィスビルをマンションに変更したり、寮や社宅を商業系施設に変更したり

するなどの、建物の用途変更を伴う改修をいいます。 

  



４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。なお、臨時従業員数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため

記載を省略しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 事業拡大のため、前事業年度末の40名より10名の増員を行いました。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

50 32.84 5.8 4,860



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 第17期事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日） 

①全般的概況 

当期における我が国経済は、企業収益は引き続き好調を維持し、設備投資の増加や雇用環境の改善が

進みました。原油価格等の不安定要素も残されるものの概ね順調に回復基調を継続していると考えられ

ます。住宅建設についても、分譲住宅の着工は増加傾向がみられます。 

 当不動産業界におきましては、主要都市を中心に地価の上昇に広がりが見られ、東京圏（東京都、神

奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県）の住宅地公示地価は平均で3.6％上昇し、16年ぶりの上昇となり

ました。 

 不動産経済研究所の調査による平成18年の首都圏における新築マンション発売戸数は、マンション価

格の先高感から一部の不動産販売業者が販売を先送りした影響等により、74,463戸と前年比（84,148

戸）11.5％減となりました。 

  他方、首都圏の中古マンションの成約件数は、(財)東日本不動産流通機構によると、平成18年4月か

ら平成19年3月までで過去最多となっており、東京都区部は前年度と比べ、２桁台の増加となっており

ます。首都圏全体の中古マンションの成約平均価格はこの５年間で17.2%上昇しており、特に、東京都

区部は前年度と比べて、8.8%もの大幅上昇となり上昇基調が鮮明となっております。 

 このような状況の中、当社は順調に業績を推移し、新築不動産事業では、デベロップメント業務にお

いて、「ラ・アトレつくば松代」、「ラ・アトレ横浜鶴見」等、ランドプロジェクト業務においては、

「水戸南町PJ」「二子玉川PJ」、新築マンション販売業務において「グラード南林間」を引渡すこと

で、売上高3,185百万円（前期比48.1％増）を達成し、再生不動産事業では、リニューアルマンション

販売事業においてリニューアルマンションを117戸、インベストメントプロジェクト業務において3棟を

引き渡すことで、売上高4,581百万円（前期比45.4％増）を達成しました。 

 この結果、当期におきましては、売上高8,452百万円（前期比35.0％増）、経常利益555百万円（同

46.1％増）、当期純利益356百万円（同53.4％増）となり、売上高は、３期連続の増収となり、経常利

益、当期純利益は、ともに８期連続の増益となり、いずれも創業以来の最高額を達成しました。 

  

②部門別概況 

当期の事業別の売上高は、以下のとおりであります。 

 
  （注） 上記金額には、消費税等は含まれて下りません。 

事業別売上高 金  額（千円) 構 成 比（％)

  不動産販売事業 7,766,840 91.9

     （新築物件売上） (3,185,155) (37.7)

     （再生不動産売上） (4,581,685) (54.2)

  不動産管理事業 348,655 4.1

  ゴルフ会員権事業 269,842 3.2

  その他売上 66,890 0.8

合       計 8,452,229 100



(2) キャッシュ・フローの状況 

第17期事業年度 (平成18年4月1日から平成19年3月31日) 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   当事業年度における営業活動の主な収入は、税引前当期純利益606百万円であります。また、

主な支出としては、売上債権の増加額539百万円、たな卸資産の増加額2,421百万円があげられま

す。 

これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローは2,746百万円の減少となりました(前事業年

度は714百万円の資金増)。 

  

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   当事業年度における投資活動の主な収入は、定期預金の払戻しによる収入116百万円、積立預

金の払戻しによる収入105百万円、有形固定資産の売却による収入287百万円であります。また、

主な支出としては、定期預金の預入による支出128百万円、積立預金の預入による支出89百万

円、有形固定資産の取得による支出1,086百万円などとなりました。 

 これらの結果、投資活動によるキャッシュ・フローは808百万円の減少となりました(前事業年

度は70百万円の資金減)。 

  

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   当事業年度における財務活動の主な収入は、長期借入による収入4,502百万円、短期借入金増

加額701百万円、社債の発行による収入157百万円、株式の発行による収入323百万円でありま

す。また、主な支出としては、長期借入金の返済による支出2,229百万円があげられます。 

 これらの結果、財務活動によるキャッシュ・フローは3,422百万円の増加となりました(前事業

年度は74百万円の資金増)。 

  

  

   当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて132百万円減少し、当事業

年度末には960百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

① 受注高 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産販売事業以外では受注活動を行っていないため記載を省略しております。 

  

② 受注残高 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産販売事業以外では受注活動を行っていないため記載を省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％)

不動産販売事業 6,726,677 107.2

事業部門 受注残高(千円) 前年同期比(％)

不動産販売事業 208,462 16.7

事業部門 販売高（千円） 前年同期比(％)

不動産販売事業 7,766,840 146.5

不動産管理事業 348,655 98.9

ゴルフ会員権事業 269,842 49.6

その他事業 66,890 106.2

合計 8,452,229 135.0



３ 【対処すべき課題】 

（１）再生不動産事業の拡大 

 中古不動産（マンション・オフィス等）の流通件数は、年々増加傾向にあります。また、「住生活基

本法」により既存住宅の流通シェアの拡大や住宅の利用期間の長期化が目標として示されたことによ

り、不動産流通事業がさらに後押しされることが考えられます。そして、「住生活基本法」では、新耐

震基準が求める耐震性を持った住宅の比率、ユニバーサルデザイン化率（バリアフリー化率）、省エネ

ルギー対策率、リフォーム実施率を高めることが求められております。既存住宅に関して国が要求する

指標を実施していくことは、まさに当社が再生事業として行ってきたことであり、当社には多くのノウ

ハウと実績がありますので、この分野でのニーズの高まりが期待できます。 

他方、様々な社会問題等により、建物の遵法性が注目され、遵法性に若干の疑義がある物件が放出され

たりしています。ここでは、当社の中古不動産に関する再生ノウハウが活用できます。 

更に上場による知名度の向上等により、仕入物件情報が増加したり、ファンド、SPC等からのバルク買い

が行われたりと多くの好材料が見込めます。 

当社は、このような環境の中、更なるニーズの獲得を目指し、事業を拡充してまいります。 

当社は、不動産販売事業を主力事業としておりますが、当社の扱う商品は新築物件から中古物件まで、

マンションからタウンハウスや戸建住宅まで、戸別分譲から一棟販売まで、と多岐にわたっておりま

す。今後もこれら商品バリエーションを豊富に保つことにより顧客の多様なニーズを満たせるように努

めてまいります。 

  

（２）新築不動産事業の拡大 

 平成18年の首都圏マンションの供給戸数は、売り控えなどから７万４千戸となりましたが、平成19年

は、８万２千戸が予定されておりますので、今後も供給戸数は近年の水準を維持していくことが見込ま

れます。他方、長期的には「住生活基本法」により、我が国の住宅政策が「量」の確保から「質」の向

上へと転換され、同時に住宅性能表示の実施率、省エネルギー対策率の向上等も求められております

が、一級建築士事務所である当社が開発する物件においては、早くから住宅性能表示、省エネルギー対

策、ISOの品質マネジメントシステムに基づく品質の向上に取り組んでおります。また、多彩な商品構成

により、大型で画一的な物件にはできない“限定モデル的な商品”を手がけております。この商品をド

ミナント戦略により、首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）を対象に、地域密着型の営業で、単身者、

ディンクス、ファミリー、シニアといった幅広い顧客層の中からターゲットを絞り供給できる特徴と強

みがあります。この事業を拡大してまいります。 

  

（３）不動産管理事業の拡大 

 当社は、自社で保有する不動産（収益用固定資産）の賃料収入、インベストメントプロジェクト（販

売用不動産）で所有する販売前物件の賃料収入、サブリース業務、集金代行業務等を主な業務とし、こ

れらの業務がフィービジネスのコア事業となっております。今後も、引き続き優良物件（収益用固定資

産）の取得、インベストメントプロジェクト（販売用不動産）仕入による増収、サブリース物件の新規

取得、また、証券化事業への進出に伴うSPCからのプロパティマネジメントやアセットマネジメントによ

る収益の拡大も図ります。 

  

（４）不動産証券化事業への取組み 

 当社は、第18期より不動産の証券化事業への進出を予定しております。主に当社の、中古再生不動産

（区分所有含む）を対象とし、当社自らがアレンジャー機能を保有し流動化・証券化を行います。 

 また、中長期的には、広く他社の証券化事業のアドバイザリーやアレンジメントも事業対象として視

野に入れ、拡大していきます。 

  

（５）ゴルフ会員権事業への取組み 

当社は、関東経済産業局の認可団体である関東ゴルフ会員権取引業協同組合（KGK）の組合員とし

て、関東エリアの既設のゴルフ会員権の売買を中心に、KGKの相場表をベースとするITを活用した営業

戦略により、安定した取引件数を取り扱っております。当社では、不動産事業拡大に伴い平成18年４月

より人員の移動がありましたが、中期的には、組織体制を構築して、少数精鋭による安定した成長を目

指します。 

  

（６）新しい事業への進出 

当社は、当社が上記コア事業において他社に委託している建物管理業務、建築工事業務や周辺事業

  ① 各事業における中期経営計画への取組み



を、自社の業務に取り込むことによって、総合不動産価値再生企業として成長してまいります。 

  

  ② 経営基盤強化に向けた取組み 

（１）事業拡大に対応する人材の育成 

 当社は、「魅力ある企業」である為に、コンプライアンスのできた企業でありつづけることを重要課

題とし、法令遵守のための組織的な体制づくり、企業倫理の向上に取り組んでまいります。 

  

（２）経営管理体制の強化 

会社法及び金融商品取引法に基づく内部統制強化と、コーポレートガバナンスの一層の向上を

図ります。また、積極的にCSRへ取り組みます。 

  

  



４ 【事業等のリスク】 

 以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。 

 また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の

投資判断上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開

示しております。当社はこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際

の対応に努力する方針ですが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて

網羅するものではありません。当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて慎重に

検討の上、行われる必要があると考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、提出日（平

成19年６月28日）現在において入手可能な情報から得られた当社の経営判断や予測に基づくものです。 

  

（1）経済情勢の変動について 

当社の主力事業である不動産販売事業は、購買者の需要動向に左右される傾向があります。購買者の

需要動向は景気・金利・地価等の動向や住宅税制等に影響を受けやすく、所得見通しの悪化、金利の上

昇等があった場合には、購買者の住宅購入意欲の減退につながり、販売期間の長期化や販売在庫の増大

など、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（2）競合の状況について 

 当社は、主力事業である不動産販売事業において様々な形態の不動産を仕入れ、多様な手法を用いて

加工し、間口の広い出口戦略を提供することで、他社との競合の回避に努めております。 

 しかしながら、当社の活動エリアである首都圏における競争は激化の状態にあり、大手デベロッパー

等の競合他社の参入状況によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（3）不動産物件の引渡し時期等による業績の変動について 

 当社の不動産販売にかかる売上計上方法は、物件の売買契約を締結した時点ではなく、物件の引渡し

を行った時点で売上を計上する、引渡基準によっております。 

 そのため、物件の引渡し時期及び規模により、当社の上期及び下期または四半期ごとに業績に変動が

生じる可能性があります。 

  

（4）不動産物件の仕入について 

 当社の主力事業である不動産販売事業においては、物件の仕入の成否が販売可能数に直結するため、

情報収集力を積極化し、収益性のある物件の確保に努める方針であります。しかしながら、不動産市況

の変化、物件の取得競争の激化等により優良な物件を仕入れることが困難となった場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（５）外部業者への工事の委託について 

 当社は、不動産販売事業における建築工事、リニューアル・リノベーション等の工事を外部業者に委

託しております。 

 当社は、外部業者に委託した場合においても、品質・工程管理のため当社社員が随時外部業者との会

議に参加し、報告を受け、当社の要求する品質、工期に合致するように確認作業を行っております。 

 しかしながら、工事現場における災害の発生、外部業者からの虚偽の報告、外部業者の倒産や契約不

履行等、当社が予期しない事態が発生し、工事が遅延・停止した場合には、計画通りの開発に支障をき

たし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（６）在庫リスクについて 

 当社では事業の拡大に伴って、販売物件の増加に対応すべく土地等の仕入を行っているため、最近の

たな卸資産は増加しております。 

 平成19年３月期では、販売用不動産、仕掛不動産及び商品（たな卸資産）が総資産に占める割合は総

資産の63.1％を占めております。 

 不動産販売事業に際しては、過去の実績や経験等を活かした計画立案等によって想定される在庫リス

クの排除に努めておりますが、販売状況が不振となって販売価格を下げた場合や、土地等の仕入後にお

いて開発行為や販売活動に長時間を要し、その間に土地価格等が下落した場合等には、当社の業績及び

資金繰りに影響を与える可能性があります。 

  

（７）有利子負債への依存について 

 当社の不動産販売事業におけるデベロップメント業務用地及び物件の仕入代金並びに建築代金は、主



として金融機関等からの借入によっております。そのため、平成19年3月末現在における当社の総資産額

に占める有利子負債の比率は70.9％となっております。従って、当社の経営成績は金利変動による影響

を受けやすくなっております。当社は、資金調達手段の多様化及び自己資本の充実に努める予定であり

ますが、当面は、金利動向に著しい変化が生じた場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 また、事業の拡大に合わせて資金需要は増して行くものと思われますが、現状では自己資金が必ずし

も十分でないため、外部からの資金調達が重要になります。資金調達に際しては、当社では特定の金融

機関等に依存することなく個別案件ごとに金融機関等に融資を打診しており、取引金融機関等は増加傾

向にあり、融資枠も徐々に拡大しております。しかしながら、何らかの理由により資金調達が予定通り

に進まなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 最近２年間の有利子負債の状況は以下の通りです。 

 
  

（８）減損会計導入による影響について 

 当社は、平成18年３月期から減損会計を適用しておりますが、現時点において業績に重要な影響を与

えるような減損が生じる可能性は低いものと判断しております。しかしながら、今後の経済情勢の悪化

等により事業用不動産の収益性が低迷し、減損処理が必要となった場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

（９）法的規制について 

 当社の属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、建物の

区分所有等に関する法律、マンション管理適正化法等により、法的規制を受けております。これらの法

令が変更され、規制が強化された場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は不動産業者として、「宅地建物取引業法」に基づく免許、「建設業法」に基づく建設業

（内装工事仕上業）の許可、「建築士法」に基づく一級建築士事務所としての許可及び「不動産投資顧

問業登録規程」に基づく一般不動産投資顧問業の登録を受け、事業を行っております。当社は当該許認

可の対象となる法令等の遵守に努めておりますが、将来何らかの法令違反となる事態が発生し、当社の

許認可の取消や業務の一時停止処分等を受けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ①宅地建物取引業者免許 

  免許番号：東京都知事（５）第61248号 

  有効期間：平成19年5月18日から平成24年5月17日まで 

 ②一般建設業の許可 

  許可番号：東京都知事 許可（般―１６）第111810号 

  有効期間：平成16年9月16日から平成21年9月15日まで 

  建設業の種類：内装仕上工事業 

 ③建築士事務所の登録 

  登録番号：東京都知事登録 第47594号 

  登録年月日：平成19年6月1日 

登録有効期限：平成24年6月1日 

建築士事務所名称：株式会社ラ・アトレ一級建築士事務所 

 ④一般投資顧問業の登録 

  登録番号：一般―第853号 

 種類：一般不動産投資顧問業 

  登録有効期間：平成18年5月10日から平成23年5月9日まで 

  

（10）アスベスト対策について 

 当社は、再生不動産売上部門における物件を購入する場合には、アスベストの使用の有無について調

（単位：千円、％）

平成18年３月期 平成19年３月期

金額 比率 金額 比率

有利子負債合計 3,579,119 63.3 6,694,714 70.9

 短期借入金 933,800 16.5 1,635,100 17.3

 １年以内返済予定長期借入金 941,783 16.6 1,440,390 15.3

 長期借入金 1,553,536 27.5 3,327,724 35.2

 １年以内償還予定社債 20,000 0.4 181,500 1.9

 社債 130,000 2.3 110,000 1.2

総資産額 5,656,767 100.0 9,447,639 100.0



査を行い、アスベストが使用されていた場合、その飛散防止の対策を講じる他、建物を解体する場合に

は飛散防止のみならず、廃アスベストの処理を適正に行い、購買者及び近隣住民等の健康被害の抑制に

努める方針であります。 

 しかしながら、当社が予期しない形でアスベストの使用が発覚し、その処置のための費用負担が発生

した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、アスベスト以外にも身体に害を与えるとされる建築材料が将来新たに指定され、それらの処理

義務が当社に課せられた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（11）土壌汚染等の対策について 

 当社は、デベロップメント業務用地を仕入れる場合には、土壌汚染・地中埋設物等による建築スケジ

ュールへの影響を回避するために、調査を必須とし、売買契約書において土壌汚染費用等を売主負担と

しております。しかしながら、使用履歴上は問題ない土地であっても、購入後または分譲後に近隣地域

から土壌汚染物質が流入するなど土壌汚染問題が発生し、または、新たな汚染物質が指定される等、当

社が予期しない形で土壌汚染対策が求められた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

（12）個人情報の保護について 

 当社は、事業活動を通じて個人情報を取得している他、当社の役職員に関する個人情報を有しており

ます。 

 当社においては、「プライバシー・ポリシー」を顧客に対して配布するほか、ホームページ上にも掲

載しております。また、随時社員に対する個人情報保護の徹底を指示しており、個人情報の取り扱いに

は細心の注意を払っております。 

 しかしながら、将来何らかの理由により個人情報が当社から漏洩し、当社が適切な対応を行えず、当

社の信用力が失墜し、または損害賠償による損失が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

（13）訴訟等の可能性について 

 当社は、現時点において業績に重要な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかし

ながら、当社が販売、施工、管理する不動産物件において、瑕疵等の発生、または工事期間中における

近隣からの騒音クレーム等の発生等があった場合、これらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能

性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

（14）組織体制について 

 当社は、平成19年５月31日現在、役員及び従業員合計が62名となっております。平成19年４月より内

部管理体制の強化を行うため組織体制の変更を行いました。 

 今後も当社の事業規模の拡大に合わせて人員の確保を図るとともに、それに併せて内部管理体制も強

化・充実に努める方針であります。しかしながら、組織の拡大に対応した内部管理体制を構築すること

ができなかった場合には、当社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（15）特定人物への依存について 

当社は、創業以来現在に至るまで代表取締役である岡本英の経営判断・発想などに大きく依存してお

ります。 

当社は、同人に依存しない組織的な経営体制を構築すべく、組織体制を整備するよう努めております

が、そのような体制が構築される前に同人が何らかの理由により当社経営者としての業務を遂行できな

くなった場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（16）人材の育成・確保について 

当社の主力事業である不動産販売事業においては、その事業活動において複雑な権利調整や近隣対策

などの特殊的な技能が要求される場合があります。当社は、組織的に蓄積したノウハウをもって既存社

員各人の能力を向上させるとともに、外部から優秀な人材を確保することで、より効率的な事業運営の

実現に努める方針であります。しかしながら、これらの人材の育成・確保が予定通りに進まない場合に

は、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（17）新株予約権の権利行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従い、平成15年６月23日開催の定

時株主総会決議並びに平成15年12月17日及び平成16年３月15日開催の取締役会決議に基づき、当社取締

役、監査役、並びに従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対して新株予約権を付与しております。 

 この新株予約権が権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性がありま



す。平成19年５月31日現在、この新株予約権による潜在株式数は776株であり、本報告書提出日現在の

発行済株式総数19,512株の4.0％に相当しております。 

 新株予約権の詳細は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （2）新株予約権等の状況」をご

参照ください。 

  

（18）「構造計算書の偽装問題」への対応について 

当社で今までに取り扱っている物件で国土交通省のホームページの「姉歯元一級建築士による構造計

算書の偽装があった物件等（平成19年４月20日現在）」において発表された、報道発表資料（以下「報

道発表資料」と称します）に記載された物件に該当するものはありません。 

  

当社の「構造計算書偽装問題」への対応としましては、問題の発覚後直ちに以下のとおり対応し構造

計算書の偽装が行われていないと判断しました。 

  

当社が開発している「デベロップメント業務」に関しては、依頼した設計会社・施工業者が報道発表

資料に記載された設計会社・施工業者に該当するか否かを確認し、施工業者で１件該当がありました

が、該当施工業者より「構造計算書偽装問題」には関与していない旨を確認しました。 

 また、「デベロップメント業務」の物件に関しては、改めて第三者による構造計算書のチェックを行

い、その結果、構造計算書に問題のないことを確認しました。 

 他社が開発したマンションの一棟ごと又は一部を取得し、販売する「新築マンション販売業務」に関

しては、当該物件の設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設計会社・施

工業者・事業主（建築主）に該当するか否かを確認し、該当者はありませんでした。 

 また、事業主（建築主）及び設計者から「構造計算書偽装問題」には関係していないことを確認し、

さらに構造計算書が入手できた１物件に関しては第三者による構造計算書のチェックまで行い、その結

果、構造計算書に問題のないことを確認しました。 

  

中古の社宅、賃貸マンションを１棟ごと取得し、バリューアップし、分譲マンションとして販売する

「リノベーション分譲業務」に関しては、当該物件の設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発

表資料に記載された設計会社・施工業者・事業主（建築主）に該当するか否かを確認し、該当者はあり

ませんでした。 

 また、事業主（建築主）または設計者から「構造計算書偽装問題」には関係していない旨を書面また

は聞き取りにより確認をし、さらに構造計算書が入手できた物件に関しては改めて第三者による構造計

算書のチェックを行い、構造計算書が入手できない物件に関しては第三者に建物状況評価を依頼し、両

方とも構造等には問題のないことを確認しました。 

 中古のオフィスビル・賃貸マンションを一棟ごと取得し、収益率を改善して販売する「インベストメ

ントプロジェクト業務」に関して、瑕疵担保責任（＊１）の対象となる物件と当社の保有物件につい

て、当該物件の設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設計会社・施工業

者・事業主（建築主）に該当するか否かと「構造計算書偽装問題」に関係しているか否かを確認しまし

たが、他の業務と比べこの業務の取り扱い物件は比較的経過年数が経っている物件もあり、設計会社・

施工業者が不明な場合や構造計算書が当社に引き継がれていない場合もあるため、設計会社・施工業者

が分かっている場合でも法令及び条例上の保存義務期間を経過しているために設計会社・施工業者が構

造計算書を保存しておらず、また事業主・施工業者・設計会社が廃業等しているなど、追跡調査をして

も確認ができず、聞き取りもできない場合がありました。 

 その結果、これらの設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道発表資料に記載された設計会社・

施工業者・事業主（建築主）に該当するか否かについては、対象物件のうち２棟は設計会社・施工業者

とも不明、そして１棟は施工業者だけが不明でした。 

 しかしながら、当社では「インベストメントプロジェクト業務」のうち調査対象物件について第三者

に建物状況評価を依頼し、構造等には問題のないことを確認しております。 

 中古マンションを１室ごと買取り、バリューアップして販売する「リニューアルマンション販売業

務」に関しては、瑕疵担保責任の対象となる当該物件の設計会社・施工業者・事業主（建築主）が報道

発表資料に記載された設計会社・施工業者・事業主（建築主）に該当するか否かを確認した結果、設計

会社・事業主ともに該当者はなく、施工業者には計10件の該当物件がありましたが、該当する施工業者

またはその施工業者と直接の工事契約関係にある事業主から偽装問題には関与していない旨を確認して

おります。 

  

この後当社では、業務ごとに以下の社内ルールを定めました。 

「デベロップメント業務」については、「住宅品質確保の促進に関する法律」に基づき、「基本構造部

分等の10年間の瑕疵担保責任の義務化」「住宅性能表示制度」の２つの柱に対応するため「住宅性能保

証制度」の加盟業者となり、10年間の保証と設計施工基準や関係法令の一定部分について建築中から専

門の検査員にチェックを受けてます。住宅性能表示制度により指定住宅性能評価機関から「設計住宅性



能評価書」「建設住宅性能評価書」を取得しております。施工段階においても、中間検査とは別に、

プロセスごとに独自のチェックを行い、記録を残すこととしております。 

「新築マンション販売業務」については、報道発表資料の物件に該当するか否か、売主、設計者、施

工者が、報道発表資料の業者に該当するか否かをチェックし、建築確認済証及び検査済証を確認しま

す。また、第三者によるピアチェックを行い構造の評価を行います。 

 「リニューアルマンション販売業務」については、報道発表資料の物件に該当するか否か、売主、設

計者、施工者が、報道発表資料の業者に該当するか否かをチェックします。検査機関の確認、建築確認

済証、検査済証、設計図書の有無を、当社独自の「物件調査事項表」で作成保管することとしておりま

す。 

「リノベーション分譲業務」については、報道発表資料の物件に該当するか否か、売主、設計者、施

工者が、報道発表資料の業者に該当するか否かをチェックし、建築確認済証及び検査済証を確認しま

す。第三者による構造を含めた建物の「建物状況評価書」を依頼します。また、当社独自の「物件調査

事項表」を作成保管することとしております。 

「インベストメントプロジェクト業務」については、報道発表資料の物件に該当するか否か、売主、

設計者、施工者が、報道発表資料の業者に該当するか否かをチェックし、建築確認済証とともに検査済

証を確認します。 

他の業務と比べ経過年数が経っている物件もあり、設計会社・施工業者が不明な場合や構造計算書が当

社に引き継がれていない場合もあるため、設計会社・施工業者が分かっている場合でも法令及び条例上

の保存義務期間を経過しており、設計会社・施工業者が構造計算書を保存しておらず、事業主・施工業

者・設計会社が廃業等しているなど、確認ができないもの、及び検査済を受けていない建物などの場合

には、第三者に構造を含めた建物の「建物状況評価書」を依頼します。また、当社独自の「物件調査事

項表」を作成保管することとしております。 

  

今後においても、上記の対応を継続して行う体制を整えております。しかしながら「構造計算書の偽

装問題」は、社会問題となっているため、これらが拡大、深刻化することにより、不動産業界に対する

不信感を助長し、購買者の購入意欲の低下を招く結果となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

 また、当該偽装問題に起因してガイドラインや法令が改正された場合には、それに基づき必要な対策

を随時実施する方針でありますが、その内容によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

（＊１）物件の引渡し時に明らかにされていなかった隠れた瑕疵（隠れた欠陥）があった場合、   

    売主が買主に対して負う責任をいい、「宅地建物取引業法」により、売主が宅地建物取引 

    業者で買主が宅地建物取引業者でない場合は、売主は物件の引渡し時より最低２年間隠れ 

    た瑕疵に対する責任を負担する必要があります。 

  

（19）関連当事者との取引について 

当社は、平成19年３月31日現在において、当社の代表取締役及び個人主要株主である岡本英から、当

社の金融機関からの借入(79,749千円)に対して債務保証を受けております。なお、当社は債務被保証に

対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

 また、当事業年度においては、当社の監査役及び個人株主である神田庄二への、同氏所有の営業用不

動産を当社にて賃借した支払家賃（66千円）があります。 

  

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積もり 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しており

ます。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に

影響を与える見積もりを必要とします。経営者は、これらの見積もりについて過去の実績等を勘案して合理

的に判断いたしておりますが、実際の結果は見積もり特有の不確実性があるため、これらの見積もりと異な

る場合があります。 

  

(2) 財政状態 

当事業年度末の総資産は9,447百万円であり、前事業年度末に比べて3,790百万円増加しております。主な

要因は、受取手形の増加（前期比540百万円増）、順調に物件を仕入れることができた結果、仕掛不動産の

増加（前期比1,353百万円増）、販売用不動産の増加（前期比1,091百万円増）、収益用不動産の取得による

有形固定資産の増加（前期比826百万円増）が挙げられます。 

当事業年度末の負債総額は8,001百万円であり、前事業年度末に比べ3,109百万円増加しております。主な

要因は、たな卸資産の増加と固定資産の増加に伴う短期借入金の増加（前期比701百万円増）、1年以内返済

予定長期借入金の増加(前期比498百万円増)、長期借入金の増加（前期比1,774百万円増）などが挙げられま

す。 

当事業年度末の純資産総額は1,446百万円であり、前事業年度末に比べ681百万円増加しております。主な

要因は、新株引受権及び新株予約権の権利行使と上場時の増資により資本金が164百万円、資本準備金が164

百万円、それぞれ増加しております。その他、当期純利益が356百万円と過去最高益となったことにより、

利益剰余金は前期比68.0％増の871百万円となりました。 

  

(3) 経営成績 

 （売上高） 

 当事業年度の売上高は、前期比35.0％増の8,452百万円と、３期連続で過去最高の売上高を更新いたしま

した。新築不動産事業では、デベロップメント業務において、「ラ・アトレつくば松代」、「ラ・アトレ横

浜鶴見」等、ランドプロジェクト業務においては、「水戸南町PJ」「二子玉川PJ」、新築マンション販売業

務において「グラード南林間」を引渡すことで、売上高3,185百万円（前期比48.1％増）を達成し、再生不

動産事業では、リニューアルマンション販売事業においてリニューアルマンションを117戸、インベストメ

ントプロジェクト業務において3棟を引き渡すことで、売上高4,581百万円（前期比45.4％増）を達成しまし

た。 

 （営業利益、経常利益） 

売上の増収と販管費における広告宣伝費、販売手数料等の減少により営業利益は、前期比48.8％増の740

百万円、経常利益は、前期比46.1％増の555百万円となり８期連続で最高益を達成しました。 

 （当期純利益） 

当事業年度は上記理由の他、第４四半期に固定資産（収益用不動産）の売却により特別利益50百万円を計

上したことにより、法人税等控除後の当期純利益は前期比53.4％増の356百万円となり、８期連続で最高益

を達成いたしました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度における主な設備投資は、固定資産（収益用不動産）の取得のため1,077,200千円の投資を

実施しました。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社における主要な設備は、以下の通りであります。 

平成19年３月31日現在 

 
 (注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 現在休止中の設備はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業部門 設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
工具器具
及び備品

土地
(面積㎡)

合計

本社 
(東京都港区)

全事業 本社機能 11,865 1,008
─

( ─)
12,873 50

賃貸用不動産 
(神奈川県川崎市
川崎区他１棟)

不動産管理事業 賃貸ビル 578,660 ─
919,498
(698.82)

1,498,158 ─

賃貸用不動産 
(神奈川県横浜市
港北区他１戸)

不動産管理事業 その他 3,198 ─
2,643
(23.96)

5,841 ─



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

平成19年３月31日現在計画中の設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 62,592

計 62,592

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年3月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年6月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 19,512 19,512

大阪証券取引所
(ニッポン・ニュ
ー・マーケット―
「ヘラクレス」)

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株主

計 19,512 19,512 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規程に基づき発行した新株予約権は、次のとお

りであります。 

平成15年６月23日定時株主総会決議(平成15年12月17日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算

式により新株予約権の目的たる株式の数は調整されます。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち当該時

点で権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数についてはこれを切り捨てます。 

   調整後株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

  また、発行日以降に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、株式

数の調整を必要とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範

囲で株式数を調整します。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式によって払込金額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
  また、新株予約権発行後当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行に

よる公募増資の場合、新株予約権の行使及び平成14年４月１日改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新株

引受権付社債にかかる新株引受権の行使によるものを除く)には次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
  上記算式において、「既発行株式数」には当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に読み替えるものとします。 

  また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式

交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を

必要とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金

額を調整します。 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数(個) 7 7

新株予約権のうち自己新株予約権の数 - -

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注１、４) 28 28

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注２、４) 45,000 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月24日から平成25
年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注４)

発行価格  45,000
資本組入額 22,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要する

同左

代用払込みに関する事項 - -

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

- -

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 ＋ １株あたり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数



３ 新株予約権の行使の条件 

 (1) 権利行使時点において当社取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要します。但し、任期満

了による退任、定年による退職又はその他取締役会において認められた正当な理由がある場合はこの限り

ではありません。 

 (2) 新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続は認められません。

但し、業務上にかかる原因で新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会の決議を条件としてその相続

人が権利を行使できます。 

 (3) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と対象取締役及び従業員との間で締

結する新株予約権付与契約において定めております。 

４ 平成17年11月14日開催の取締役会決議により、平成17年12月10日付で１株を２株に分割しております。新株

予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場

合の発行価格及び資本組入額は、これによる調整後のものであります。 

  

平成15年６月23日定時株主総会決議(平成16年３月15日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算

式により新株予約権の目的たる株式の数は調整されます。但し、かかる調整は本件新株予約権のうち当該時

点で権利行使がなされていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数についてはこれを切り捨てます。 

  調整後株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

  また、発行日以降に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社

が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、株式

数の調整を必要とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範

囲で株式数を調整します。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式によって払込金額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
  また、新株予約権発行後当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行に

よる公募増資の場合、新株予約権の行使及び平成14年４月１日改正前商法第341条ノ８の規定に基づく新株

引受権付社債にかかる新株引受権の行使によるものを除く)には次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数(個) 187 187

新株予約権のうち自己新株予約権の数 - -

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注１、４) 748 748

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注２、４) 55,000 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月24日から平成25
年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注４)

発行価格  55,000
資本組入額 27,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要する

同左

代用払込みに関する事項 - -

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

- -

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率



  

 
  上記算式において、「既発行株式数」には当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株

価」を「処分前の株価」に読み替えるものとします。 

  また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式

交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合等、払込金額の調整を

必要とする事由が生じたときは、合併、株式交換又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金

額を調整します。 

３ 新株予約権の行使の条件 

 (1) 権利行使時点において当社取締役、監査役又は従業員の地位を有していることを要します。但し、任期満

了による退任、定年による退職又はその他取締役会において認められた正当な理由がある場合はこの限り

ではありません。 

 (2) 新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、相続は認められません。

但し、業務上にかかる原因で新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会の決議を条件としてその相続

人が権利を行使できます。 

 (3) その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と対象取締役及び従業員との間で締

結する新株予約権付与契約において定めております。 

４ 平成17年11月14日開催の取締役会決議により、平成17年12月10日付で１株を２株に分割しております。新株

予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場

合の発行価格及び資本組入額は、これによる調整後のものであります。 

  
  

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 ＋ １株あたり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

   該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 株式分割 １：２ 

２ 第１回新株引受権の行使による増加であります。 

３ 有償、第三者割当 

  発行価額  450,000円 

  資本組入額 225,000円 

  割当先 株式会社東京三菱銀行 

４ 株式分割 １：２ 

５ 平成18年６月11日を払込期日とする一般募集増資により発行済株式総数が1,000株、資本金が139,500千円、

資本準備金が139,500千円増加しております。 

  (発行価格300,000円、引受価額279,000円、発行価額279,000円、資本組入額139,500円) 

６ 第１回新株予約権の行使により発行済株式総数が12株、資本金が270千円、資本準備金が270千円増加してお

ります。 

第２回新株予約権の行使により発行済株式総数が308株、資本金が8,470千円、資本準備金が8,470千円増加

しております。 

第１回新株引受権の行使により発行済株式総数が2,544株、資本金が15,900千円、資本準備金が16,218千円

増加しております。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年２月20日 
(注)１

1,940 3,880 ― 97,000 ― 40,000

平成17年２月25日 
(注)２

2,120 6,000 26,500 123,500 27,030 67,030

平成17年３月３日 
(注)３

22 6,022 4,950 128,450 4,950 71,980

平成17年４月１日～ 
平成17年12月９日 
(注)２

1,802 7,824 22,525 150,975 22,975 94,955

平成17年12月10日 
(注)４

7,824 15,648 ― 150,975 ― 94,955

平成18年４月１日～ 
平成18年６月11日 
(注)５

1,000 16,648 139,500 290,475 139,500 234,455

平成18年７月27日～ 
平成19年３月29日 
(注)６

2,864 19,512 24,640 315,115 24,958 259,413



(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

  

区分

株式の状況

単元未満 
株式の状況 

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他
の法人

外国法人等
個人
その他

計
個人
以外

個人

株主数 
(人)

― 5 11 23 4 ― 1,271 1,314 ―

所有株式数 
(株)

― 445 401 771 149 ― 17,746 19,512 ―

所有株式数 
の割合(％)

― 2.28 2.06 3.95 0.76 ― 90.95 100.0 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式総数
に対する 
所有株式数 
の割合(％)

岡本 英 東京都世田谷区 8,238 42.22

自見信也 東京都目黒区 1,016 5.20

小林英夫 東京都小平市 524 2.68

小菅英雄 東京都大田区 502 2.57

株式会社メティウスフーズ 東京都港区新橋5-18-1 480 2.46

河野信之 東京都調布市 374 1.91

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 333 1.70

生田正剛 鳥取県日野郡日野町 312 1.59

岡村 隆 千葉県船橋市 282 1.44

ラ・アトレ社員持株会 東京都港区南麻布4-11-30 269 1.37

計 ― 12,330 63.14



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  19,512 19,512
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 19,512 ― ―

総株主の議決権 ― 19,512 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、

監査役、並びに従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を

発行することを平成15年６月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次の通りであります。 

  

平成15年６月23日定時株主総会決議(平成15年12月17日取締役会決議) 

  

 
(注) 上記従業員付与対象者のうち、２名については退職に伴い権利を喪失しております。 

  

平成15年６月23日定時株主総会決議(平成16年３月15日取締役会決議) 

  

 
(注) 上記従業員付与対象者のうち、８名については退職に伴い権利を喪失しております。 

  

決議年月日 平成15年６月23日

付与対象者の区分及び人数(名) 従業員10

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況①新株予約権」に記載しております。

株式の数 同上(注)

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

決議年月日 平成15年６月23日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役７、監査役３、従業員36

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況①新株予約権」に記載しております。

株式の数 同上(注)

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

    該当事項はありません。 
  

【株式の種類等】 該当事項はありません。



３ 【配当政策】 

当社では、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策の一つと考えており、配当については企業体質

の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実に努めるとともに、業績に応じた剰余金の配当を実施して

いくことを基本方針としております。期末配当の決定機関は、株主総会であります。この方針に基づき、

株主還元の充実を図るために平成19年３月期の期末配当に関しては、１株当たり1,250円とさせていただ

きます。 

 内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開の備えと商品仕入の費用として投入していくことと

しております。 

 なお、当社は中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定めております。 

¶新規に挿入された見出し 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場(ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」)におけるもので

す。 

なお、当社株式は、平成18年６月12日から大阪証券取引所市場(ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ

ス」)に上場されておりますので、それ以前は該当ありません。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場(ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」)におけるもので

す。 

なお、当社株式は、平成18年６月12日から大阪証券取引所市場(ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ

ス」)に上場されておりますので、それ以前は該当ありません。 

  

決議年月日
配当金の総額 
（千円）

１株当たり 
配当額(円)

平成19年6月27日 
定時株主総会

24,390 1,250

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) ― ― ― ― 580,000

低(円) ― ― ― ― 237,000

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高(円) 345,000 340,000 326,000 328,000 356,000 272,000

低(円) 262,000 251,000 280,000 283,000 260,000 237,000



５ 【役員の状況】 

  

 
(注) １ 取締役舩津雅弘及び島田隆浩は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 
社長

― 岡 本   英 昭和36年１月18日

昭和58年４月 株式会社香陵商事入社

注３ 8,238

昭和59年８月 セントヒルズ販売株式会社入社

昭和61年８月 同社取締役

昭和62年12月 同社代表取締役

平成２年12月 当社設立、代表取締役(現任) 

専務取締役
経営企画戦
略本部長

自 見 信 也 昭和36年９月29日

昭和60年４月 セントヒルズ販売株式会社入社

注３ 1,016

平成元年６月 同社取締役

平成２年12月 当社設立、常務取締役

平成８年６月 当社専務取締役(現任)

平成19年４月 当社経営企画戦略本部長(現任)

取締役
営業統括本

部長
小 林 英 夫 昭和40年11月８日

昭和63年４月 セントヒルズ販売株式会社入社

注３ 524平成２年12月 当社設立、取締役(現任)

平成19年４月 当社営業統括本部長(現任)

取締役
管理統括本

部長
栗 林   徹 昭和38年１月15日

昭和62年４月 セントヒルズ販売株式会社入社

注３ 236平成２年12月 当社設立、取締役(現任)

平成19年４月 当社管理統括本部長(現任)

取締役
仕入開発統
括本部長

小 菅 英 雄 昭和39年８月19日

昭和62年４月 セントヒルズ販売株式会社入社

注３ 502
平成２年12月 当社入社

平成７年６月 当社取締役(現任)

平成19年４月 当社仕入開発統括本部長(現任)

取締役 ― 舩 津 雅 弘 昭和34年12月14日

平成元年10月 公認会計士第２次試験合格・会計士

補登録、監査法人朝日新和会計社(現

あずさ監査法人)入社

注３ 4

平成５年２月 公認会計士第３次試験合格

平成５年３月 公認会計士登録

平成５年７月 舩津公認会計士事務所開業

平成５年８月 税理士登録、舩津雅弘税理士事務所

開業(現任)

平成10年10月 株式会社クオリシステム設立、 

代表取締役(現任)

平成15年６月 当社取締役(非常勤、現任)

平成15年12月 リンクス監査法人設立、代表社員(現

任)

取締役 ― 島 田 隆 浩 昭和44年９月17日

平成４年３月 大和証券株式会社入社

注３ 40

平成10年２月 ディー・ブレイン証券株式会社入社

平成13年12月 株式会社ラルク取締役

平成17年２月 株式会社ＣＳソリューションズ設

立、代表取締役(現任)

平成17年６月 当社取締役(非常勤、現任)

監査役 ― 阿 部 愼 介 昭和23年６月24日

昭和60年８月 株式会社にじゅういち入社

注４ ―
平成５年４月 当社入社

平成13年９月 当社法務部長

平成15年６月 当社監査役(現任)

監査役 
(非常勤)

― 雨 宮 眞 也 昭和10年１月７日

昭和34年10月 司法試験合格

注４ 160

昭和37年４月 弁護士登録、小田法律事務所(現雨宮

法律事務所)(現任)

昭和49年４月 駒澤大学法学部教授

昭和52年５月 株式会社東京スタイル監査役(現任)

平成２年12月 当社設立、監査役(現任)

平成10年４月 駒澤大学学長

平成15年５月 遼寧大学名誉教授(現任)

平成17年６月 駒澤大学名誉教授(現任)

監査役 
(非常勤)

― 神 田 庄 二 昭和10年２月19日

昭和29年４月 鶴見税務署入署

注４ 40

昭和49年１月 税理士資格取得

昭和62年７月 東京国税局調査部

平成４年１月 保土ヶ谷税務署長

平成５年７月 同職退職

平成５年８月 神田庄二税理士事務所開業(現任)

平成15年６月 当社監査役(現任)

計 10,760



２ 監査役雨宮眞也及び神田庄二は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 取締役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終

  結の時までであります。 

４ 監査役の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終

  結の時までであります。 



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンス(企業統治)とは、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会などのス

テークホルダーにとって、企業の価値を損なうことなく社会的責任を果たすべく業績の向上を追及する企

業経営の基本的な枠組みのあり方と理解しております。今後もより良い経営基盤の確立に注力して、コー

ポレート・ガバナンスに関する施策の実施に取り組んで行く所存であります。 

  

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で構成されて

おります。取締役会は常勤取締役５名、社外取締役２名(公認会計士１名を含む)で構成されておりま

す。毎月１回開催される取締役会では、法令上の規定事項その他経営の重要事項について審議及び決

定を行っております。社外取締役には第三者的立場から取締役会において助言を得ております。ま

た、取締役会には監査役も出席し、経営管理体制を監視しております。 

ａ) 取締役会 

当社は、経営に係る重要な意思決定を、毎月開催される取締役会(必要に応じ臨時取締役会を開

催)において行います。 

ｂ) 監査役 

当社の監査役は３名体制であり、うち２名は社外から招聘した弁護士及び税理士であります。当

社は、会社法上の監査役会は組成しておりませんが、監査役相互の意思疎通を図るために監査役相

互の連絡会を設けており、問題点を共有するとともに監査結果の相互報告等を行っております。 

ｃ) セクション会議 

当社では、経営意思決定による情報の伝達のスピーディーな理解と共有化の為、またセクション

毎の検討懸案事項、ＩＳＯにおける顧客満足度調査報告及び対応等の確認の為、常勤取締役及び主

要な社員が参加して毎月２回「セクション会議」を開催しております。セクション会議では日常業

務におけるさまざまな問題点や課題を話し合うとともに、業務の進捗状況の確認、事業戦略の検討

等、幅広く意見交換をしております。 

  

② (図表) 

当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示しますと以下のようになります。 

  
 



③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

当社の内部統制システムとしては、平成12年１月から継続して内部情報の管理責任者を置き、情報

管理に留意するとともに重要事項の開示経営方針と事業内容の説明開示等に努めてまいりました。ま

た、業務の効率性を追及すると同時に内部管理体制、内部統制の強化に努めるとともに牽制機能が働

く組織体制の整備に努めております。 

  

④ 内部監査及び監査役監査の状況 

当社の内部監査の組織は、社長直属の経営管理室において年間監査計画に基づき内部監査(１名)を

行っております。内部監査は往査または書面監査、あるいはその両方の方法で行っております。当該

監査終了後に監査報告書を作成し、社長に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知しま

す。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、進捗状況の確認をします。 

監査役の監査につきましては、常勤監査役(１名)及び非常勤監査役(２名)が、年間の監査方針を立

案し、監査計画を作成します。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うと

ともに、関係者へのヒアリング、会計監査との連携、実施調査、取締役会ほか社内の重要な会議への

出席を行っております。 

また、監査法人とも定期的に連絡会を持っており、当社における問題点の共有、問題改善の促進に

努めております。内部監査、監査役監査及び監査法人による会計監査は、相互に連携することにより

監査の実効性を高めております。 

  

⑤ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は田代清和、岡本和巳であり、新日本監査法人に所属し

ております。当社の監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士３名、会計士補３名であります。

  

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当社の社外取締役２名につきましては、舩津雅弘はリンクス監査法人代表社員、島田隆浩は株式会

社ＣＳソリューションズ代表取締役であり、当社株式をそれぞれ４株及び40株保有しております。当

社と両者との間にはいずれもその他の資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。当社

の社外監査役２名につきましては、雨宮眞也は雨宮法律事務所長、神田庄二は神田庄二税理士事務所

長であり、当社株式をそれぞれ160株及び40株保有しております。当社と両者との間にはいずれもそ

の他の資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。 

  

(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社では事業上の予見可能なリスクを未然に防止するため、各部門内で連携を密にし、リスクになる

可能性のある事項を相互に監視するとともに、重要な事項については事業部長、取締役または取締役会

において検討または承認しております。 

また、リスク発生時には速やかに社長に連絡し、社長からの必要かつ適切な指示を受けた後に行動す

ることとしております。 

  

(3) 取締役及び監査役への報酬の内容 

平成19年３月期において取締役及び監査役に支払った報酬額は以下のとおりです。 

 取締役に支払った報酬額 72,000千円 （うち社外取締役 ２名 4,200千円） 

 監査役に支払った報酬額  9,298千円 （うち社外監査役 ２名 2,400千円） 

  

(4) 監査報酬の内容 

当社は、新日本監査法人と監査契約を締結しております。平成19年３月期における監査法人に対する

報酬は以下のとおりです。 

 公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 12,600千円 

 上記以外の業務に基づく報酬             該当なし 
  



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日

まで)及び当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表について、新日本監査法

人により監査を受けております。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

 
  

前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※１ 1,247,318 1,165,571

 ２ 受取手形 － 540,000

 ３ 売掛金 5,596 4,892

 ４ 有価証券 1,999 1,999

 ５ 販売用不動産 ※１ 2,842,442 3,934,144

 ６ 商品 1,905 16,039

 ７ 仕掛不動産 ※１ 660,910 2,014,329

 ８ 前渡金 16,407 83,995

 ９ 前払費用 47,706 68,171

 10 繰延税金資産 10,072 9,974

 11 その他 9,912 10,329

   貸倒引当金 △298 △ 237

   流動資産合計 4,843,974 85.6 7,849,210 83.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 255,118 623,003

    減価償却累計額 22,472 232,646 29,499 593,504

  (2) 構築物 350 350

    減価償却累計額 88 261 130 219

  (3) 工具器具及び備品 2,304 1,482

    減価償却累計額 719 1,584 473 1,008

  (4) 土地 ※１ 455,880 922,141

   有形固定資産合計 690,372 12.2 1,516,873 16.1

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 3,389 2,238

  (2) その他 2,446 197

   無形固定資産合計 5,836 0.1 2,435 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 出資金 2,680 2,680

  (2) 長期貸付金 11,186 297

  (3) 破産更生債権 － 3,939

  (4) 長期前払費用 4,346 30,224

  (5) 繰延税金資産 7,187 9,836

  (6) 長期性預金 70,600 15,600

  (7) その他 20,582 20,481

   貸倒引当金 － △ 3,939

   投資その他の資産合計 116,584 2.1 79,120 0.8

   固定資産合計 812,793 14.4 1,598,429 16.9

   資産合計 5,656,767 100.0 9,447,639 100.0

前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)



区分 注記 

番号

金額(千円) 構成比 

(％)

金額(千円) 構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 692,620 714,656

 ２ 買掛金 97,336 69,385

 ３ 短期借入金 ※1 933,800 1,635,100

 ４ １年以内返済予定 

   長期借入金
※1 941,783 1,440,390

 ５ 1年以内償還予定社債 20,000 181,500

 ６ 未払金 77,432 81,458

 ７ 未払費用 41,446 34,280

 ８ 未払法人税等 121,612 108,889

 ９ 未払消費税等 12,894 ―

 10 前受金 108,736 12,680

 11 預り金 14,494 9,036

 12 前受収益 23,822 29,449

 13 賞与引当金 1,566 3,200

 14 その他 318 8

   流動負債合計 3,087,865 54.6 4,320,035 45.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 130,000 110,000

 ２ 長期借入金 ※1 1,553,536 3,327,724

 ３ 退職給付引当金 16,875 19,034

 ４ 預り敷金保証金 103,763 224,588

   固定負債合計 1,804,175 31.9 3,681,347 39.0

   負債合計 4,892,040 86.5 8,001,383 84.7

 (資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 150,975 2.6 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 94,955 ―

   資本剰余金合計 94,955 1.7 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 518,796 ―

   利益剰余金合計 518,796 9.2 ― ―

   資本合計 764,727 13.5 ― ―

   負債及び資本合計 5,656,767 100.0 ― ―



  

前事業年度 

(平成18年３月31日)

当事業年度 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 315,115 3.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 259,413

    資本剰余金合計 ― ― 259,413 2.8

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 871,727

    利益剰余金合計 ― ― 871,727 9.2

   株主資本合計 ― ― 1,446,256 15.3

   純資産合計 ― ― 1,446,256 15.3

   負債純資産合計 ― ― 9,447,639 100.0



  



② 【損益計算書】 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高

 １ 新築物件売上高 2,150,704 3,185,155

 ２ 再生不動産売上高 3,150,439 4,581,685

 ３ 不動産管理売上高 352,541 348,655

 ４ ゴルフ会員権売上高 544,021 269,842

 ５ その他売上高 62,998 6,260,706 100.0 66,890 8,452,229 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 新築物件売上原価 1,732,433 2,610,402

 ２ 再生不動産売上原価 2,561,571 3,784,915

 ３ 不動産管理売上原価 181,466 179,974

 ４ ゴルフ会員権売上原価 459,562 234,379

 ５ その他売上原価 29,616 4,964,649 79.3 39,624 6,849,295 81.0

   売上総利益 1,296,056 20.7 1,602,933 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 798,344 12.7 862,460 10.2

   営業利益 497,712 8.0 740,473 8.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 383 781

 ２ 受取配当金 48 64

 ３ 雑収入 1,236 1,668 0.0 931 1,777 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 112,859 118,574

 ２ 社債利息 546 3,783

 ３ 新株発行費 497 ─

 ４ 株式交付費 ─ 5,278

 ５ 株式公開費用 ─ 15,958

 ６ 社債発行費 5,104 12,218

 ７ 支払手数料 ─ 30,572

 ８ 雑損失 240 119,248 1.9 631 187,017 2.2

   経常利益 380,132 6.1 555,232 6.6

Ⅵ 特別利益

 １ 和解金 12,857 ─

 ２ 貸倒引当金戻入 1,449 ─

 ３ 違約金 ─ 6,809

 ４ 固定資産売却益 ※2 ─ 14,306 0.2 50,708 57,518 0.7

Ⅶ 特別損失

 １ 貸倒引当金繰入額 ─ 3,661

 ２ 減損損失 ※3 ─ 2,230 5,892 0.1

   税引前当期純利益 394,438 6.3 606,859 7.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
168,948 252,566

   法人税等調整額 △ 7,199 161,748 2.6 △ 2,550 250,016 3.0



   当期純利益 232,690 3.7 356,842 4.2

   前期繰越利益 286,106 ─

   当期未処分利益 518,796 ─



売上原価明細書 

  
ａ 新築物件売上原価

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 注記番号 金額（千円）

構成比 

（％） 金額（千円）

構成比 

（％）

Ⅰ 不動産取得費 1,042,451 60.2 1,316,549 50.4

Ⅱ 外注費 659,735 38.1 1,263,743 48.4

Ⅲ 経費 30,247 1.7 30,109 1.2

新築物件売上原価 1,732,433 100.0 2,610,402 100.0

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

ｂ 再生不動産売上原価

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 注記番号 金額（千円）

構成比 

（％） 金額（千円）

構成比 

（％）

Ⅰ 不動産取得費 2,172,874 84.8 3,381,647 89.4

Ⅱ 外注費 314,088 12.3 281,073 7.4

Ⅲ 経費 74,607 2.9 122,195 3.2

再生不動産売上原価 2,561,571 100.0 3,784,915 100.0

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

ｃ 不動産管理売上原価

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 注記番号 金額（千円）

構成比 

（％） 金額（千円）

構成比 

（％）

Ⅰ 賃借料 162,948 89.8 160,131 89.0

Ⅱ 減価償却費 8,166 4.5 14,666 8.1

Ⅲ その他 10,351 5.7 5,176 2.9

不動産管理売上原価 181,466 100.0 179,974 100.0

ｄ ゴルフ会員権売上原価

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 注記番号 金額（千円）

構成比 

（％） 金額（千円）

構成比 

（％）

商品仕入高 459,562 100.0 234,379 100.0

ゴルフ会員権売上原価 459,562 100.0 234,379 100.0

ｅ その他売上原価

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)



 
  
  
  

  

区分 注記番号 金額（千円）

構成比 

（％） 金額（千円）

構成比 

（％）

Ⅰ 外注費 28,943 97.7 34,068 86.0

Ⅱ 経費 672 2.3 5,556 14.0

その他売上原価 29,616 100.0 39,624 100.0



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余

金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 150,975 94,955 518,796 764,727 318 765,045

事業年度中の変動額

 新株の発行 164,140 164,458 ─ 328,598 ─ 328,598

 剰余金の配当 (注) ─ ─ △ 3,912 △ 3,912 ─ △ 3,912

 当期純利益 ─ ─ 356,842 356,842 ─ 356,842

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─ △ 318 △ 318

事業年度中の変動額合計(千円) 164,140 164,458 352,930 681,528 △ 318 681,210

平成19年３月31日残高(千円) 315,115 259,413 871,727 1,446,256 ─ 1,446,256



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

 

前事業年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 394,438 606,859

 ２ 減価償却費 9,927 16,664

 ３ 減損損失 ― 2,230

 ４ 貸倒引当金の増減額 △1,779 3,879

 ５ 退職給付引当金の増減額 2,317 2,158

 ６ 賞与引当金の増減額 173 1,633

 ７ 受取利息及び受取配当金 △430 △ 845

 ８ 支払利息 112,859 118,574

 ９ 社債利息 546 3,783

 10 固定資産売却益 ― △ 50,708

 11 新株発行費 497 ―

 12 株式交付費 ― 5,278

 13 社債発行費 5,104 12,218

 14 売上債権の増減額 274,404 △ 539,296

 15 たな卸資産の増減額 △507,032 △ 2,421,029

 16 仕入債務の増減額 461,867 △ 5,915

 17 未払消費税等の増減額 9,634 △ 12,894

 18 その他 155,745 △ 103,852

    小計 918,274 △ 2,361,261

 19 利息及び配当金の受取額 418 781

 20 利息の支払額 △113,942 △ 120,327

 21 法人税等の支払額 △90,047 △ 265,592

   営業活動によるキャッシュ・フロー 714,702 △ 2,746,399

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △122,030 △ 128,053

 ２ 定期預金の払戻による収入 83,483 116,033

 ３ 積立預金の預入による支出 △81,615 △ 89,023

 ４ 積立預金の払戻による収入 47,005 105,522

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △1,566 △ 1,086,699

 ６ 有形固定資産の売却による収入 ― 287,808

 ７ 無形固定資産の取得による支出 △2,174 ―

 ８ 貸付けによる支出 △2,500 △ 300

 ９ 貸付金の回収による収入 4,885 12,134

 10 長期前払費用の取得による支出 ― △ 25,877

 11 その他 3,513 120

   投資活動によるキャッシュ・フロー △70,998 △ 808,334

前事業年度

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

当事業年度

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 208,020 701,300



 
  

 ２ 長期借入れによる収入 1,714,500 4,502,500

 ３ 長期借入金の返済による支出 △2,034,885 △ 2,229,705

 ４ 社債の発行による収入 144,895 157,781

 ５ 社債の償還による支出 ─ △ 28,500

 ６ 株式の発行による収入 44,552 323,001

 ７ 配当金の支払額 △3,011 △ 3,912

   財務活動によるキャッシュ・フロー 74,071 3,422,465

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 717,775 △ 132,268

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 374,506 1,092,281

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,092,281 960,013



⑤ 【利益処分計算書】 

 
  

  

前事業年度
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 518,796

Ⅱ 利益処分額

 配当金 3,912

Ⅲ 次期繰越利益 514,884



重要な会計方針 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法又は償却原

価法

その他有価証券

時価のないもの

同 左

２ デリバティブ取引により

生じる正味の債権(及び

債務)の評価基準及び評

価方法

時価法 同 左

３ たな卸資産の評価基準

及び評価方法

販売用不動産、商品及び仕掛不動産

個別法に基づく原価法

販売用不動産、商品及び仕掛不動産

同 左

４ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

  定率法

  (ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物については、定額法を

採用しております。)

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物       10年～40年

   構築物      13年

   工具器具及び備品  3年～20年

(1) 有形固定資産

同 左

(2) ソフトウェア

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法

(2) ソフトウェア

同 左

(3) 長期前払費用

  定額法

(3) 長期前払費用

同 左

５ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

  支出時に全額費用処理しておりま

す。

(2) 社債発行費

  支出時に全額費用処理しておりま

す。

(1) 株式交付費 

  支出時に全額費用処理しており 

 ます。

(2) 社債発行費 

        同 左

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

 同 左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同 左

(3) 退職給付引当金

  当期末において従業員が自己都合

により退職した場合の要支給額の

100％を計上しております。

(3) 退職給付引当金

同 左



  

 
(会計方針の変更) 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

７ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同 左

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、特例処理の要件を満たし

ている場合は、特例処理を適用して

おります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段 金利スワップ

  ヘッジ対象 借入金利息

(3) ヘッジ方針

  金利の低減のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象と

ヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。

(1) ヘッジ会計の方法

       同 左

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

       同  左

 

(3) ヘッジ方針

       同 左

    

(4) ヘッジ有効性評価の方法

              同 左

       

 

９ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資であります。

同 左

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っており、たな卸資産に係る控除対象

外消費税等は販売費及び一般管理費に

計上しております。

同 左

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

─

─ （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準（企業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8



 
  

号）を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は1,446,256千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

おります。

─ （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年8月11日

実務対応報告第19号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

・損益計算書 

 前事業年度において、営業外費用で表示しておりまし

た「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」と

して表示しております。 

・キャッシュ・フロー計算書 

 前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローに表示しておりました「新株発行費」は、当事業年

度より「株式交付費」として表示しております。

─ （支払手数料の表示方法について） 

 前事業年度まで「販売費及び一般管理費」の区分に含

めておりました「手数料」については、金融諸費用とし

ての意味合いが強くなってきたことから、当事業年度よ

り「営業外費用」の区分の「支払手数料」に計上するこ

とといたしました。 

 これにより、従来の方法に比較して「販売費及び一般

管理費」は30,572千円減少し、「営業利益」及び「営業

外費用」は同額増加しておりますが、「経常利益」及び

「税引前当期純利益」への影響はありません。



(表示方法の変更) 

  

 
  

  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました、「長期性預金」は、総資産の

100分の１を超えたため、区分掲記しました。

なお、前事業年度における「長期性預金」の金額は、

41,500千円であります。

─



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

 (1) 担保に供している資産

現金及び預金 50,440千円

販売用不動産 2,453,392千円

仕掛不動産 647,565千円

建物 229,118千円

土地 455,880千円

計 3,836,397千円

 
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務

 (1) 担保に供している資産

現金及び預金 20,029千円

販売用不動産 3,669,723千円

仕掛不動産 2,014,329千円

建物 581,858千円

土地 922,141千円

計 7,208,082千円

 

 

 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 892,800千円

１年以内返済予定長期借入金 913,099千円

長期借入金 1,452,020千円

計 3,257,919千円

 
 

 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 1,561,100千円

１年以内返済予定長期借入金 1,397,178千円

長期借入金 3,261,187千円

計 6,219,465千円

 

※２ 会社が発行する株式 普通株式 62,592株

   発行済株式総数 普通株式 15,648株

─



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 136,296千円

広告宣伝費 144,458千円

役員報酬 81,631千円

従業員給与手当 209,612千円

外務員報酬 18,029千円

賞与引当金繰入額 5,790千円

手数料 43,610千円

減価償却費 1,761千円

賃借料 31,400千円

おおよその割合

 販売費 35％

 一般管理費 65％

 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 142,783千円

広告宣伝費 139,523千円

役員報酬 81,432千円

従業員給与手当 253,098千円

賞与引当金繰入額 3,200千円

手数料 44,956千円

減価償却費 2,382千円

賃借料 34,808千円

おおよその割合

販売費 33％

一般管理費 67％

 

  ─ ※2 固定資産売却益は、全て建物、工具器具備品及び

土地の売却に係るものであります。

─ ※3 減損損失 

 以下の資産について減損損失を計上しました。 

 
用途 種類 場所

遊休 電話加入権 東京都港区

  主に事業の種類を基準に資産のグルーピングを実施しておりま

す。遊休資産に関しては、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額2,230千円を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

遊休資産であったため、減損損失を認識しております。 

（回収可能額の算定方法） 

回収可能価額は正味売却価額（取引事例価額）により、評価し

ております。



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

公募増資による  1,000株 

ストックオプションの権利行使による増加    320株 

第1回新株引受権の権利行使による増加 2,544株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

  

  

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  第1回新株引受権の減少は、権利行使によるものであります。 

  

  
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 15,648 3,864 ─ 19,512

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ─ ─ ─ ─

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業 
年度末

提出会社

第1回新株引受権 普通株式 2,544 ― 2,544 ― ―

ストック・オプション
としての新株予約権

―

合計 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 3,912 250 平成18年3月31日 平成18年6月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年6月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 24,390 1,250 平成19年3月31日 平成19年6月28日



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,247,318千円

預入期間３か月超の定期預金 △155,036千円

 現金及び現金同等物 1,092,281千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,165,571千円

預入期間３か月超の定期預金 △205,557千円

現金及び現金同等物 960,013千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため記載を省略しております。

同左



(有価証券関係) 

前事業年度（平成18年３月31日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

  

 
  

当事業年度（平成19年３月31日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

  

 
  

内容 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 金融債 1,999

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

債券

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 1,999 ― ― ―

内容 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 金融債 1,999

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

債券

 (1) 国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

 (2) 社債 ─ ─ ─ ─

 (3) その他 1,999 ─ ─ ─



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 取引の内容

  利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

(1) 取引の内容

同 左

(2) 取引に対する取組方針

  デリバティブ取引については、将来の金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同 左

(3) 取引の利用目的

  デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。

(3) 取引の利用目的

同 左

 ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処

理の要件を満たしている場合は、特例処理を適用し

ております。

 ヘッジ会計の方法

           同 左

          

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段  金利スワップ 

  ヘッジ対象  借入金利息

 ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段       同 左

  ヘッジ対象       同 左

 ヘッジ方針

  金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っております。

 ヘッジ方針    

同 左

 ヘッジ有効性評価の方法

  個別取引ごとに有効性を判断することとしており

ます。なお、特例処理の要件を満たしているものに

ついては、有効性の評価を省略しております。

 ヘッジ有効性評価の方法

同 左

(4) 取引に係るリスクの内容

  金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリス

クを有しております。

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

ております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同 左

(5) 取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引に関する社内規定に基づき取引

を行っております。

  なお、多額の借入金は取締役会の専決事項であり

ますので、それに伴う金利スワップ契約の締結は、

同時に取締役会で決定されることとなります。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同 左

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

  取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契

約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自

体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの

ではありません。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

同 左



２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度(平成18年３月31日) 

当社のデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

  

当事業年度(平成19年３月31日) 

当社のデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

  



(退職給付関係) 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の制度として、勤続満３年以

上の社員を対象に退職金制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同 左

２ 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務

退職給付引当金 16,875千円

２ 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務

退職給付引当金 19,034千円

３ 退職給付費用の内訳

退職給付費用

勤務費用 2,317千円

３ 退職給付費用の内訳

退職給付費用

勤務費用 2,959千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等

については記載しておりません。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同 左

会社名 提出会社

第1回 第2回

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日

付与対象者の区分及び人数 従業員10名 取締役7名、監査役3名、従業員36名

株式の種類及び付与数 普通株式  28株 普通株式 748株

付与日 平成15年12月17日 平成16年３月15日

権利確定条件

付与日（平成15年12月17日）から
権利確定日（平成17年６月23日） 
まで継続して勤務していること及び
権利行使の時点において、当社社員
の地位を有することを要します。

付与日（平成15年12月17日）から 
権利確定日（平成17年６月23日） 
まで継続して勤務していること及び
権利行使の時点において、当社取締
役、監査役又は社員の地位を有する
ことを要します。

対象勤務期間
平成15年12月17日
～平成17年６月23日

平成16年３月15日 
～平成17年６月23日

権利行使期間
平成17年６月24日
～平成25年３月31日

同 左

会社名 提出会社

第１回 第２回

決議年月日 平成15年６月23日 同 左

権利確定前

 期首(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 期首(株) 48 1,084



 
  

② 単価情報 
  

 
  

(税効果会計関係) 

  

 
  

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 12 308

 失効(株) 8 28

 未行使残(株) 28 748

会社名 提出会社

第１回 第２回

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日

権利行使価格(円) 45,000 55,000

行使時平均株価(円) 350,434 352,926

付与日における公正な 
評価単価（円）

─ ─

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 

 ① (流動資産)

賞与引当金損金算入限度超過額 637千円

未払事業税損金不算入 9,412千円

貸倒引当金繰入限度超過額 23千円

      計 10,072千円

 

 ② (固定資産)

賃貸建物減価償却超過額 205千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 6,269千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

      計 7,187千円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 

 ① (流動資産)

賞与引当金損金算入限度超過額 1,302千円

未払事業税損金不算入 8,625千円

貸倒引当金繰入限度超過額 46千円

     計 9,974千円

 

 ② (固定資産)

賃貸建物減価償却超過額 194千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 7,247千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

貸倒引当金繰入限度超過額 774千円

減損損失 907千円

     計 9,836千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左



(持分法損益等) 

  

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

 
(注) １ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の金融機関からの借入及びリース物件の債務に対して債務保証を受けているものであります。なお、当

社は債務被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 岡本寛は、当社代表取締役岡本英の実兄であります。 

４ 岡本たま子は、当社代表取締役岡本英の実母であります。 

５ ㈱日本ビジネスプランは、当時、取締役であった滝澤雄一が議決権の71％を所有している会社であります。

なお、滝澤雄一は、平成17年6月28日付をもって当社取締役を退任しておりますので、上記取引について、

関連当事者に該当する期間の取引を記載し、期末残高については、関連当事者でなくなった時点のものを記

載しております。 

６ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 

  

属性
氏名又は 
会社等の 
名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
び個人
主要株
主

岡本 英 ― ―
当社代表取
締役

(被所有)
直 接
37.22％

― ―

借入金及び
リース債務
に対する債
務被保証 
(注)２

113,690 ― ―

役員 神田 庄二 ― ― 当社監査役
(被所有)
直 接  
0.3％

― ―
営業用資産
の賃借

1,271 ― ―

役員及
びその
近親者

岡本 寛 
(注)３

― ― 会社役員 ― ― ―
営業用資産
の賃借

1,322 ― ―

役員及
びその
近親者

岡本たま子
(注)４

― ― ― ― ― ―
営業用資産
の賃借

1,400 ― ―

役員が
議決権
の過半
数を所
有して
いる会
社

㈱日本ビジ
ネスプラン 
(注)５

東京都 
港区

40,000
ソフトウェ
ア企画販売
等

(被所有)
直 接  
0.5％

兼任
１名

―
不動産の賃
貸

2,785
預り保証
金

4,000



当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

 
(注) １ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の金融機関からの借入及びリース物件の債務に対して債務保証を受けているものであります。なお、当

社は債務被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 

  

属性
氏名又は 
会社等の 
名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
び個人
主要株
主

岡本 英 ― ―
当社代表取
締役

(被所有)
直 接 
(42.2)

― ―

借入金及び
リース債務
に対する債
務被保証 
(注)２

79,749 ― ―

役員 神田 庄二 ― ― 当社監査役
(被所有)
直 接  
(0.2) 

― ―
営業用資産
の賃借 66 ― ―



(企業結合等関係) 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 48,870円 61銭 １株当たり純資産額 74,121円 38銭

１株当たり当期純利益 16,604円 12銭 １株当たり当期純利益 21,201円  53銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり期中平均株価の把握ができないた

め記載しておりません。

当社は平成17年12月10日をもって１株を２株にする株式

分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報

は以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 40,646円59銭

１株当たり当期純利益 18,599円31銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり期中平均株価の把握ができないた

め記載しておりません。

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

18,060円  68銭

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 232,690 356,842

普通株式に係る当期純利益(千円) 232,690 356,842

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 14,014 16,831

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― 2,927

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

新株引受権の残高31,800
千円及び新株予約権２種
類(1,132個)。 
その概要は、「第４ 提
出会社の状況 １株式等
の状況（２）新株予約権
等の状況」に記載のとお
りであります。 
 

新株予約権２種類(776
 個)。 
その概要は、「第４ 提
出会社の状況 １株式等
の状況（２）新株予約権
等の状況」に記載のとお
りであります。 
 



(重要な後発事象) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

平成18年5月9日及び平成18年5月23日開催の取締役会にお

いて、下記の通り新株式の発行を決議し、平成18年6月11

日に払込が完了しました。この結果、平成18年6月11日付

で資本金は290,475千円、発行済株式総数は16,648株とな

っております。

① 募集方法 ：一般募集（ブックビルディン
グ方式による募集）

② 発行する株式の種類及
び数

：普通株式 1,000株

③ 発行価格 ：1株につき300,000円
一般募集はこの価格にて行いました。

④ 引受価額 ：1株につき279,000円

この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込
金として受け取った金額であります。なお、発行価格
と引受価額との差額は、引受人の手取金になります。

⑤ 発行価額 ：1株につき279,000円

⑥ 発行価額の総額 ：279,000千円

⑦ 払込金額の総額 ：279,000千円

⑧ 資本組入額 ：1株につき139,500円

⑨ 資本組入額の総額 ：139,500千円

⑩ 払込期日 ：平成18年6月11日

⑪ 配当起算日 ：平成18年4月1日

⑫ 資金の使途 ：全額運転資金（不動産購入及
び建設資金）に充当予定

平成19年4月16日開催の取締役会において、無担保社債

の発行を決議し、平成19年4月27日に発行いたしまし

た。その概要は以下の通りであります。

（1）第5回無担保社債
 ①発行総額  200百万円 
 ②発行価格  額面100円につき金100円 
 ③利率    年1.20％ 
 ④払込期日  平成19年4月27日 
 ⑤償還価額  額面100円につき金100円 
 ⑥償還期限  平成22年4月27日 
  （毎年2回金1,500,000円を償還、償還期日に残額 
   全部を償還） 
 ⑦資金の使途 運転資金

（2）第6回無担保社債 
 ①発行総額  150百万円 
 ②発行価格  額面100円につき金100円 
 ③利率    年1.92％ 
 ④払込期日  平成19年4月27日 
 ⑤償還価額  額面100円につき金100円 
 ⑥償還期限  平成22年4月27日 
       （償還期日に全額を償還） 
 ⑦資金の使途 運転資金

平成19年6月11日開催の取締役会において、無担保社債の
発行を決議し、平成19年6月20日に発行いたしました。そ
の概要は以下の通りであります。

（3）第7回無担保社債
 ①発行総額  250百万円 
 ②発行価格  額面100円につき金100円 
 ③利率 初回利息期間に適用される利率 0.875％ 
     第2回以降利息利息期間に適用される利率 
       基準利率から年率1.00％を差引いた利率 
 ④払込期日  平成19年6月20日 
 ⑤償還価額  額面100円につき金100円 
 ⑥償還期限  平成29年6月20日 
       （毎年2回金500,000円を償還、 
        償還期日に残額全部を償還）） 
 ⑦資金の使途 運転資金



⑥ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を

省略しております。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
（注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

     建物     神奈川県川崎市  賃貸ビル   464,407千円 

            東京都新宿区   賃貸ビル    30,644千円 

            東京都港区    本社内装工事   9,105千円 

     土地     神奈川県川崎市  賃貸ビル   612,527千円 

     長期前払費用 金融諸費用            46,707千円  

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

     建物     東京都新宿区   賃貸ビル売却  132,430千円 

     工具器具備品 東京都新宿区   賃貸ビル売却   1,230千円 

     土地     東京都新宿区   賃貸ビル売却  112,133千円 

     長期前払費用 金融諸費用            19,767千円 

     なお、当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  

  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 255,118 504,157 136,272 623,003 29,499 15,399 593,504

 構築物 350 ─ ─ 350 130 42 219

 工具器具及び備品 2,304 658 1,480 1,482 473 455 1,008

 土地 455,880 612,527 146,266 922,141 ─ ─ 922,141

有形固定資産計 713,652 1,117,343 284,019 1,546,977 30,103 15,896 1,516,873

無形固定資産

 ソフトウェア 5,758 ─ ─ 5,758 3,520 1,151 2,238

 その他 2,446 ─
2,249

（2,230)
197 ─ ─ 197

無形固定資産計 8,205 ─
2,249

（2,230)
5,955 3,520 1,151 2,435

長期前払費用 4,680 46,707 20,784 30,602 377 44 30,224



【社債明細表】 

  

 
 注）１ （  ）内書きは、１年以内の償還予定額であります。 

   ２ 決算日後５年間の償還予定金額は以下のとおりであります。 

 
  

銘 柄 発行年月日
前期末残高 

(千円)
当期末残高 
(千円)

利率（％） 担保 償還期限

第２回
無担保社債

平成年月日 
17.８.25 

 

 
50,000 

 

30,000
(20,000)

0.45 なし
平成年月日
20.８.25 

 

第３回 
無担保社債

18.３.15 100,000
100,000
(─)

2.10 なし 21.３.13

第４回 
無担保社債

18.９.29 ─
161,500

（161,500）
0.63 なし 28.９.29

合 計 ― 150,000
291,500
(181,500)

― ― ―

1年以内(千円)
１年超
２年以内(千円)

２年超
３年以内(千円)

３年超
４年以内(千円)

４年超 
５年以内(千円)

181,500 110,000 ─ ─ ─



【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおり

であります。 

  

 
  

【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 933,800 1,635,100 2.684 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 941,783 1,440,390 1.937 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

1,553,536 3,327,724 2.459 平成20年～平成32年

合計 3,429,119 6,403,214 ― ―

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内 
(千円)

1,410,857 1,140,195 119,744 119,744

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 298 4,177 ─ 298 4,177

賞与引当金 1,566 3,200 1,566 ─ 3,200



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

 a 現金及び預金 

  

 
  

ｂ 受取手形 

  

イ 相手先別内訳 

  

 
  

ロ 期日別内訳 

  

 
  

      ｃ 売掛金 

 
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

区分 金額(千円)

現金 ─

預金

当座預金 1

普通預金 762,461

別段預金 161,508

定期預金 144,080

定期積立金 97,520

預金計 1,165,571

合計 1,165,571

相手先 金額(千円)

日本都市住宅㈱ 540,000

計 540,000

期日別 金額(千円)

平成19年６月 540,000

計 540,000

相手先 金額(千円)

ワタミ㈱ 951

㈱クリアックス 929

㈲中島商事 688

スポーツ振興㈱ 510

㈱銀座ラ・フェーム 216

その他 1,596

合計 4,892

前期繰越高
（千円）

（Ａ）

当期発生高
（千円）

（Ｂ）

当期回収高
（千円）

（Ｃ）

次期繰越高
（千円）

（Ｄ）

回収率（％）

（Ｃ）
×100

(A)+(B)

滞留期間(日)
(A)+(D)

２
（Ｂ）



 
  

ｄ 販売用不動産 

  

 
  

365

5,596 29,080 29,784 4,892 85.89 65.8

物件名 延床面積(㎡) 金額(千円)

ラ・アトレ駒込(東京都北区) 473.78 191,438

ラ・アトレ梅島(東京都足立区) 1,449.21 416,450

アトレビューアー東浦和(埼玉県川口市) 103.92 33,705

ルネ横浜蒔田グランヒルズ(神奈川県横浜市) 15,130.43 855,738

ラ・アトレ自由が丘インベストメントプロジェクト（東京都目黒区） 743.45 742,105

ラ・アトレ目黒三田プロジェクト（東京都目黒区） 528.22 417,574

グラード南林間（神奈川県大和市） 1,575.16 305,468

その他 ─ 971,662

合計 ─ 3,934,144



ｅ 商品 

  

 
  

ｆ 仕掛不動産 

  

 
  

② 負債の部 

ａ 支払手形 

イ 相手先別内訳 

  

 
  

ロ 期日別内訳 

  

 
  

品目 金額(千円)

ゴルフ会員権 16,039

合計 16,039

物件名 土地面積(㎡) 金額(千円)

アトレビューアー上野毛(東京都世田谷区) 161.98 109,409

（仮称）アトレビューアー田園調布Ⅱ(東京都大田区) 400.69 293,440

（仮称）アトレビューアー田園調布Ⅲ(東京都大田区) 330.60 291,165

（仮称）ラ・アトレ綱島ＥＡＳＴ（神奈川県横浜市） 955.36 507,438

（仮称）ラ・アトレ大宮土呂（埼玉県さいたま市） 715.60 335,043

（仮称）ラ・アトレ川口中青木（埼玉県川口市） 625.86 203,472

（仮称）ラ・アトレ別所（埼玉県さいたま市） 653.32 274,359

合計 ─ 2,014,329

相手先 金額(千円)

西野建設㈱ 287,516

青木あすなろ建設㈱ 427,140

合計 714,656

期日 金額(千円)

平成19年７月 427,140

平成19年８月 287,516

合計 714,656



ｂ 買掛金 

  

 
  

ｃ 短期借入金 

  

 
  

相手先 金額(千円)

㈱サンシープランニング 11,400

㈱エル設計事務所 9,240

㈱コスモスモア 5,403

㈱ＲＯＭＡＮ 4,645

㈱石川工務店 3,954

その他 34,742

合計 69,385

区分 金額(千円)

㈱りそな銀行 400,000

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 146,100

㈱みずほ銀行 104,600

㈱八千代銀行 469,900

大東京信用組合 107,600

さわやか信用金庫 119,500

㈱千葉銀行 182,200

㈱常陽銀行 58,200

商工組合中央金庫 17,000

㈱横浜銀行 16,000

㈱東日本銀行 14,000

合計
1,635,100



ｄ １年以内返済予定長期借入金 

  

 
  

ｅ 長期借入金 

  

 
  

区分 金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 612,736

㈱みずほ銀行 376,636

㈱りそな銀行 293,984

さわやか信用金庫 100,000

オリックス㈱ 30,333

大東京信用組合 20,100

国民生活金融公庫 6,600

合計
1,440,390

区分 金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,012,697

㈱みずほ銀行 672,095

オリックス㈱ 669,666

㈱りそな銀行 509,700

㈱三井住友銀行 324,000

大東京信用組合 138,466

国民生活金融公庫 1,100

合計 3,327,724



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

  取扱場所 ─

  株主名簿管理人 ─

  取次所 ─

  買取手数料 ─

公告掲載方法

電子公告とし、次の当社ホームページアドレスに掲載します。
 http://www.lattrait.co.jp/ir/koukoku 
但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新
聞に掲載してこれを行います。

株主に対する特典 該当事項はありません



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券届出書及びその添付書類 

  有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式によ

る売出し)。平成18年５月９日に関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

  上記(1)に係る訂正届出書。平成18年５月24日、平成18年６月２日関東財務局長に提出 

  

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第16期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月30日関東財務局長に提

出 

  

(4) 半期報告書 

  事業年度 第17期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)平成19年12月20日関東財務局長に

提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社ラ・アトレ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ラ・アトレの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第16期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監

査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ラ・アトレの平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  代  清  和  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  本  和  巳  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月28日

株式会社ラ・アトレ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ラ・アトレの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第17期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ラ・アトレの平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  代  清  和  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  本  和  巳  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管している。

 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(8)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	⑤利益処分計算書
	関連当事者との取引
	⑥附属明細表
	有価証券明細表
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表

	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/88
	pageform2: 2/88
	form1: EDINET提出書類  2007/06/28 提出
	form2: 株式会社ラ・アトレ(591250)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/88
	pageform4: 4/88
	pageform5: 5/88
	pageform6: 6/88
	pageform7: 7/88
	pageform8: 8/88
	pageform9: 9/88
	pageform10: 10/88
	pageform11: 11/88
	pageform12: 12/88
	pageform13: 13/88
	pageform14: 14/88
	pageform15: 15/88
	pageform16: 16/88
	pageform17: 17/88
	pageform18: 18/88
	pageform19: 19/88
	pageform20: 20/88
	pageform21: 21/88
	pageform22: 22/88
	pageform23: 23/88
	pageform24: 24/88
	pageform25: 25/88
	pageform26: 26/88
	pageform27: 27/88
	pageform28: 28/88
	pageform29: 29/88
	pageform30: 30/88
	pageform31: 31/88
	pageform32: 32/88
	pageform33: 33/88
	pageform34: 34/88
	pageform35: 35/88
	pageform36: 36/88
	pageform37: 37/88
	pageform38: 38/88
	pageform39: 39/88
	pageform40: 40/88
	pageform41: 41/88
	pageform42: 42/88
	pageform43: 43/88
	pageform44: 44/88
	pageform45: 45/88
	pageform46: 46/88
	pageform47: 47/88
	pageform48: 48/88
	pageform49: 49/88
	pageform50: 50/88
	pageform51: 51/88
	pageform52: 52/88
	pageform53: 53/88
	pageform54: 54/88
	pageform55: 55/88
	pageform56: 56/88
	pageform57: 57/88
	pageform58: 58/88
	pageform59: 59/88
	pageform60: 60/88
	pageform61: 61/88
	pageform62: 62/88
	pageform63: 63/88
	pageform64: 64/88
	pageform65: 65/88
	pageform66: 66/88
	pageform67: 67/88
	pageform68: 68/88
	pageform69: 69/88
	pageform70: 70/88
	pageform71: 71/88
	pageform72: 72/88
	pageform73: 73/88
	pageform74: 74/88
	pageform75: 75/88
	pageform76: 76/88
	pageform77: 77/88
	pageform78: 78/88
	pageform79: 79/88
	pageform80: 80/88
	pageform81: 81/88
	pageform82: 82/88
	pageform83: 83/88
	pageform84: 84/88
	pageform85: 85/88
	pageform86: 86/88
	pageform87: 87/88
	pageform88: 88/88


